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1．豊かな景観とは

1．1．景観法の制定

　景観 法が 制定されるに至 D、いま や景観づ くりは国

の魅力を向上 させ 、生活を豊かにす るため の 国家戦略

として位置 づけ られて いる。

　景観法 の 基本的な考え 方は 以下の 3点に集約される 。

  地方自治体が独自にその 特性 を重視 した個性的な景

　観誘導 が可能 にな っ た こ と。

  規制 だけ で はな く、地域を ど の よ うな方 向 に導くか

　とい う企画の 側面を重視 している こ と．

  地域の 住民の 意見 を重視する市民参加の考え方を示

　 してい ること。

　こ の考え方は、日本も韓国も基本的には
一

致 して い

る 。 日本 で は、拠点的な都市の ほ か に、歴 史や 自然 を

観光資 源とする 都市な ど、多数の都市が独自の景観誘

導方針を制定する ことを宣 言 して いる 。さ ら に 、複数

の 市町村 にまたがる広域協定 を結ぶ事例も 出てきた。

　景観法 の制定 を契機に、景観 へ の感心 が
一

気 に高ま

っ て きた。その反面 で、対象の あいまい 1生、指導者不足、

拘束力の 不足などの い くつ か の 課題 も 浮き 上が っ て い

る 。

1．2 ，基盤 となる 豊か な景観

　景観 問題 は、 1970 年 代を境と して 、交通問題 、ラ

ン ドス ケープ、デザイ ン の 3 つ の 観点か ら捉え られ て

ぎた 。 E］本では 1970 年代後半に、高度成長の 歪み の

ひ とつ として 都心 に魅力 がな くな っ て い く中 で 、歩行

者空間の 確保 とい う世界的な潮流が生まれ た。OECD
が 1974 年にま とめた

“
Streets 　for　People

”
Eヨ本語

訳 「楽 しく歩 ける街」と い うレポー
トが脚光 を浴びた 。

　ラ ン ドス ケープの 分野 で も 、都 市 の 構造 的な構

成 要 素 を 晃直 し、そ の デ ザイ ン を 検 討 した 名 著 が

集 中的に 発刊され た 。 ガ レ ッ ト ・エ ク ボの
“
Urban

La ［dsoape 　Design
”
が 1964 年に 出版され、その序

には 「そ こ に は連続性 と ア クセ ン ト、まと ま り中の 変

化、予 期せ ぬ驚きが なければならない ・・」と述べ て

い る 。

　ケ ヴ ィ ン ・リ ンチの
‘’
Managing 　the　Sense 　of　a

Regio バ は 1976 年に出版され、「環 境の 質は 地域 の

尺度で計画 する べ きだ」と主張 して い る 。

　こ の ふた つ の 本は 、現代にも通 じる景観へ の ふたつ

の観点を示 して い る。「連続性」と 「地域の感覚」であ

る 。 景 観問題 は、常 に こ の 2点で 企業 と住民 とが対立

してき た。企業 に と っ て は 、自分だ けが注目され るこ

とが望 ま しい 。 また、全国的に
一

貫 したア イデ ン テ ィ

テ ィ を確立する ことが望ま しい 。 これに対 して住民 は、

地域の 自然や建物等と の 連続性を重視 し、地 域 の 特性

を尊重させた い と考える 。 行 政は、地域の 中 ・長期的

な展望に立 っ て 、ある べ き方向を模索 しな ければな ら

な い。

1．3 ．近景 ・中景 ・還景

　日本や韓国の景観は豊かで ある。日本 の市 町村が地

域の 特徴を表現 するス ロ
ー

ガ ン を つ くると、ほとん ど

例外な く、厂水と緑に恵まれ た ・・」と 謳 う 。 田畑、森、

川 、海 、山 に囲まれ た農漁村や都市の姿 が思 い描 かれ

る。日本や韓国 の 起伏に 富み、四季 の変化に恵まれた

国土 は、目に見 え る近い 範 囲の 中に、さ まざ ま に 変化

する立体的な景観が展開す る。

　その 立体的な景観は、人 の 視覚 と 距 離 の 関係 によ っ

て 「近景」、「中景」、「遠景」の 3 つ に分け られて いる。

近景で は、表情 や テ ク ス チ ュ ア を感 じる。中景で は、

形の特徴 や人 の動き な どが わかる。遠 景で は全 体の雰

囲気が伝わる 。こ の ほかに、近景 ＝ 歩行 的空 間、中景 ＝

自動車 的空 間、遠景 ； 列車的景観 と分 ける場 合や、近

景＝人間的ス ケー
ル 、中景 ＝車 スケール、遠景 ＝ 眺望

スケ
ー

ル と分けて説明 される こ とも あ る 。整 理 し て み

ると、近景は身近な個入的空 間、中景は集合的な空間、
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遠景 は自然 を含む景観と言う こ とが で き る。

　日本の景観の豊かさ は、この近景 か ら遠 景 までが変

化に畠み、季節によ っ て も変化する ことである 。 さ ら

に 日本の美意識の 中 には、それ らの景観 や時間を小さ

く凝縮 させ て愛 で る 「庭」もあ る。石が長い 時間を か

けて 砂にな り、砂の うね りが水の流れに見 立て られ る 。

自然を取 り込み 、時間を封 じ込 める。凵」河 自然 が建物

と
一

体 にあ り、風化 して い く素材や色に精神的な意味

を求め る 。 近 くを見て い ても、心 は雄大な空間 と時間

に遊んで い る。韓国 にお い て も や は り 「天 ・
地

・
人」

とい う概念があ り、自然に包まれ て人間がある e

2 ．景観 ：コン ト囗 一
ルの手法

2．1．基 本的な規制

　景観に 関 す る コ ン トロ ー
ル の 対象 は、豊 かな 自然や

これ まで長 い時間 をかけて蓄積 してきた歴史的資源に

対 する人工 的な 建造物や広告物等で ある 。 あるい は、

それ らの 人工 物相互の関係である。

　例 えば、都心 に近 いある地 域 に大 型商業施設と屋外

広告物が計画され て い るとしよう 。 これ が適正な もの

で ある かど うかは、

  許可で ぎる 範疇である か、

  安全か、

  公序良俗に反しない か、

  大 きさや配 置や表現方法 が適 切か、

  地域の 景観と調相す る か、

  地域の発展 に貢献す るか、

な どの公益性の視点か ら判断される。

　機 械的 に判断 で ぎる部分が   か ら  で あ り、議論 し

て 共通の 目安を設けなければな らな いのが  と  であ

る。ただ し、  か ら  ま で の数値で 判断で き る部分に

つ い て も全 国
一

律の基準で は不適切で あ る 。観光地や

名産地までの沿道 に屋外広告物が立 ち並ん だ り、郊外

型 シ ョ ッ ピ ン グ施設の大 型広告 物が繊 細な民 家 や田園

の 魅力をかき消 して しま っ た り、通学路にふさ わしく

ない 屋外広告物が出されるなどの 、屋外広告物の 問題

が各地で 見受けられ る。誰もが望ん で い ない 状況 を誰

も止め られな い 原因の ひ と つ は、画
一

的な基 準 を深 く

考える こ とな く適用 させて い る が らで あ る。地域にふ

さわ しい 基準 が必 要であ り、景 観法の意 図のひ とつ は、

地域 の個性 を大切に して きめ細かな基準をそれ ぞれが

制定 す る こ と を可能 に した と こ ろ にあ る。と こ ろが 、

こ の意 図を有効に活用で きるか ど うか は、行政の 熱意

如何にかか っ て いる 。

　  の地域の景観 と調和するか につ いて は 、 以下の よ

うな 目的、対象者、大きさ、配 置、形、素材、色 彩、

表現の観点か ら確認 する。

・施設や 屋外広告物の 目的が、地域の秩序 を乱 してい

ない か 。

・
大 きさは逸脱 して いないか。

・ア イ ス トッ プを 占拠 して い な い か 。

・町並みを乱 して いないか。
・
形 や素 材が地 域の共有 して いる統一性を乱 して い な

　い か。

・地域の基調色 を尊 重 している か 。

地域 が大切 に して い る季節の 変化や歴史 ・文化財等

の 障害にな っ て い ない か 。

表現が協調的 であるか．

・地域住民や来訪者に好感を持たぜるか 。

　  の地域の発展 に貢献するか は、よ り抽象 的な概念

であ るが 、地域 にと っ て は欠か せな い視点で ある 。 屋

外広 告物は、施設の 耐久性 よ りも短い と は言え、相 当

期間掲出される 。 経費もかか るの で、でき た後 で 不適

切 である か ら撤去 しろ と はな かな か言えな い 。したが

っ て 、屋外 広告物 が設置 され る 前に あ ら か じ め チ ェ ッ

クする体制づ くりが重要であ る 。

　 こ の た め行政 は、よ り緻密な 景観誘導方針を定め て

地域 の個性化を推進す る ガイ ドラ イン をまとめる こと

と、審査制度を設 けて景観 ア ドバイザー
な どの専 門家

グル
ー

プを任命 し、関係者との 意見交換を経て個別の

対応 をはか る仕組みを つ くる 必要がある 。

　専門家のグル
ープは、一

般的 に は2段 階の構成があ

る。ひ と つ は上 位機 関と して 基 本方 針を定 め重 要 事項

を審議する審議会と、具体的な指導助言を行うア ドバ

イザー会議である 。 審議会 のメ ンバー
は、議員 、学識

経験者、業界 代表 、法 律 の専門家 、市民 代表、警察お

よ び行 政の 担当者等によ っ て 構成され る 。一方ア ドパ

イザーは、屋外広告物の 専門 家と し て 、景観、サイ ン 、

建築、土木、ラ ン ドスケ
ープ、色 彩、照 明、イ ン ダス

トリアル デザイ ン等の専 門家が任命され 対象に応 じて

複数で ア ドバイ ス を行 う。近 くに適切な 大学等がな く

専 門家 が い な い 場 合には 困るが、県に相談を した り、

大 学や協会 等 に相 談を して 、自分の ま ち の こ と を親身

にな っ て 考え て くれる専門家をさがす こ とも行政の 仕

事で ある 。

2 ．2 ．福岡市の屋外広告物へ の取 り組み

　景観法の制定 によ っ て全国の景観づ く りで 注 目され

一
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て いるの は、歴史 的な景観地区の保全で ある。京 都や

金 沢や奈良今井町などは、成熟 した 方法を用い 、定評

の ある ところで ある。歴史的な景観地区 を守る場合 に

は 、この よ うな事例を参考にすれば、大きな 間違 い は

な い 。こ こ では、一般市 街地を対 象と した屋外広告物

行政のあ り方を、福 岡市 の事例をも と に 紹介す る。

　福 岡市の 景観対策の 充実は、 1986 年 に都 市景観室

が設置されたところ に始まる。同年に制定された都市

景観条例 に基づい て 景観 ア ドバ イ ザー
制 度 ができ 、都

市景観賞が 発足 した 。 大型建造物は建築 申請以前 に都

市景観の 観点か らのチ ェ ッ クを受けるこ とにな っ て お

り、専門家 との協議を行わな ければな らない。

　福岡市で は、一部指定地域を除 いて屋 外広告物を含

め て 通常の規定 以上 には 数字上の 基準を設けず に、話

し合 いで解 決する方法を 採 っ て きた。そ れ は、基 準 に

合わせ ることが目的では な く、そ こ の場所にふ さわ し

い 質的な向上をめ ざす こ と が 目的で あ るか らで あ る。

これ には関係者の相当の努力が不可欠で 、理想を掲げ

て 粘 り強 く取 り組まなけ ればな らな い。また 、大学の

協力や地域の さま ざまな分 野の専門家の 協力があ っ て

こそ 成り立 つ 方法で ある 。

　屋 外広告物はそ の 中でチ ェ ッ クされ、大きさ 、 場所、

色彩、さ らにはデザイン にまで意見交換や助言が行わ

れ る。市民の 囲を持 っ た代弁者と しての役 割 と、専門

家 と して よ り良い も のにす るため の提案とがある 。 こ

の 意見交換は大変 に厳 しく、施主 の 意向や設計者の

資質 までもが 問われ る 。

　福 岡市で は、色相の制限 は して いない 。ただ し、景

観ア ドバイザー
の 申 し合 わせ と して 、建物の場合には

季節 の変 化 を大切 にす るために 彩度6 以下 を目安 に し

てい る 。 屋 外広告物の色は規制 して いな いが、低層 部

を賑やか に、高層部を控えめ にする よう に指導を して

いる 。また、都心部の屋 上広告 を制限す る 方向で あ り、

その反 対に中洲な どの繁華 街 は屋外広告物の活用 を推

進す る地 域 と して 捉え 、質の 問題だ けを論 じて い る。

画
一的にす るので はな く、場所の特性に応 じた対 応 を

し て い く こ とを意図 して い る 。

　シ
ー

サ イ ドも も ちや香椎や都心部の天 神 地区 で は 、

そ れぞ れに ふさわ しい 基準 を設 けてい る。シ
ー

サ イ ド

もも ち は埋 立地で 、分 譲 後 10 年間の 転売禁止とガイ

ドラ イ ン の 遵守を条件と した 。 屋外 広告物の ゾーン別

基準 と高さ に よ る コ ン トロ
ー

ル を行 っ た 。

　大型 の 屋外広告物対策の
一

方で 、違反屋外広告物対

策に も追わ れ ている 。 福岡市は九州で 最も屋外広告 物

も違反広告物も多い都市で あ り、 規制に対する反 発も

強い都市 である。景観対策も苦戦の連続で ある が、青

少年の健全な育成をはか る基本と して 、違反広告物の

除去は不可 欠 で あ り、ボラ ン テ ィ ア制度の導入 や個別

の条例の制定など によっ て顕 著な成果をあ げ て い る 。

　顕彰制度として は、都市景 観賞 を 1986 年か ら続け

て おり、市民か らの推 薦が年間700 通か ら 1000 通程

度と、全 国で も最大規模の権威ある 景観賞 にな っ て い

る 。 年間 6件か ら8件程 度の贈賞を行 っ て お り、これ

までの受賞件数が約 150 件と な り、す ぐれた事例の 蓄

積が周囲に影響を及 ぼ して きて いる 。 最近で は、市民

対象の 活動にも注目 して表彰対象を広げて い る 。

　屋外広 告物行 政 は、適切に コ ン トロ ー
ル して い くた

めの制度の 充実 、 すぐれた ものの顕彰 、業者の 育成の

3 本柱によ っ て成り立 つ 。福岡市で は、独自の講習会

の他、九州 全体の 官民連絡協議会 に参加 して 情報交換

を行 っ て い る 。 また 、アジア に似合 っ た景観誘導方法

をさ ぐるために景 観関係メ
ー

カーや大学、行政 と とも

に 「アジア景 観 デザ イ ン学会」を立ち上げて活動 を行

っ て いる 。

　福岡市では、ラ ッ ピン グバ ス へ の 対応 で も独 自の方

法を考え、専門家3人、行政 1人、バス協会 1人の審査

委 員会 を つ く っ た 。3 入以上 が合格と したもの しか認

可 しない大胆 な方法 である。各地の ラ ッ ピン グバス が 、

デザイ ン審査 をする こ とがで きず、その 結果、質が低

下 して 媒体と し て の価値 が下が っ て きて い る ことに注

目し、市民 に歓迎 され景観 の品位を落とさな い こと と

同時に、審査 を通 じて媒体価値の向上を はかるもので 、

厳 しい審査 をする こ とが相互の利益 につ な が る 。

2 ．3，伝統 と風土 を活か した景観誘導へ

　 20年 余 り景観行政に かかわ っ て ぎた経 験の 中に は 、

立 ち遅 れ て い たと思 われて いた と こ ろが一気に注目さ

れる よ うにな っ た と こ ろや 、海外の 事例も あ る 。 景 観

は 、 入が育て ると いう意味で 、容易に変わ り得る もの

で あ る と い う点 と、長い時間をかけて育て てい くとい

う両面性を持 っ ている。

　す ぐれた事例や方法を理解 し、その
一

方 で蓄積され

た英知 の
一

層の 高度化をは かり、独自化す る こ と も 必

要 で ある 。地域が 培 っ て きた 伝統 や英知を 基本と し、

地 域 の 風土 に適合 した誘 導方法を開発 して い くべ き で

ある。それは、まず、地域 を尊敬 し、よ く知る とこ ろ

か らは じ ま る 。魅力 あ る景観 づ くりは、必ずや地域 に

利益をもたらす。欲望を野放 しにする 時代 は終わ っ た
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が、す ぐれた景観誘導は、 規制によ っ て成 し遂げられ

る もので はな く、め ざす方向に近づ けよ うとす る企画

と努力によ っ て 可能になる 。

3 ，景観の色彩誘導

3．1．色彩誘導の パ ターン

　 日本にお ける景 観の色 彩誘導 の方法 は、大 き く分 け

て 6種類 ある。

1）派手な色の 制限

　赤や黄色な どの派手 な色 を禁止 する方法で ある 。具

体 的な数値を 示さず、「派手な色を禁止 する 」など の 言

い 方が される 。 自治体に具体的に チ ェ ッ クする手段 が

な い 場合 や、緊急度が低い場合に 「自粛」を促す方法

である。お互 いの顔が見えるよ うな地域の 場合に 効果

がある 。 これまで は広 く使われて いたが、基準が あい

ま い で 、問題 があ っ た場合に対処 しにく い 。最近で は

減少 して き て いる。

2 ）彩度の制限

　彩 度 の高 い色 を規 制 する 方 法で あ る 。彩度 10 、彩

度6、彩度 3程度が 目安になる 。 彩度 10 は、ゆる やか

な基準であ り、高彩 度の色 だけ を禁止す る。商店街の

看板等をや や規制 する こ とによ っ て 高級感 を演出す る

こ とが で きる 。 建造物の 外壁の色彩を彩度 lO を境目

に屋外 広告 物 と見 なす例 もある 、実質的に赤や黄色 の

派手な 色を抑制する こ とが で きるの で 、上記 1）と同等

の 効果を期待できる 。

た例が有名で ある 。

　近年では 、 よりきめ細か く、色相と彩度または明度

を組み合わせ た方法も見受 け られ る。地域固有の 色 相

を調査 し、同化させよ うとする場合に有効で ある 。

4 ）明度の制限

　 空の 色や 山の色な どを根 拠 に して 、コ ン トラ ス トを

抑え る方法で ある 。都市部や海岸部で は、明度 7 、5以

上 に し て 空 に 溶け込 ま せて圧 迫感を軽減 す る場 合 と、

よ り積極的に街を 自基調 に誘導する場合が ある。山を

背景にする場合は 、 背景となる緑の明度を基準に して 、

明度 3 〜4 以 下 に抑 える と、背 景 との 違和感 がな い よ

うにする こ とが で きる。福岡市の 都市高速で 、半 トン

ネル状の 両側の 高い壁を、地 上 1200m まで を N5 程

度、上部をN7 ．5 に 2 段階に分 け て 配 色 を した と こ ろ、

圧迫感 の軽減と走行時の視線の 誘導に効果があ っ た 。

5 ）トー
ンによる制限

　明度と彩度を合わせ た概念 で 、一
般的に色 を言い 表

す用語に近 いためにな じみ やすい 。 地域の 色彩を調 査

し、連続性を重視 する場合 に有 効 である ，誘導の理 念

を明確 にす る必要 がある、

6）使える色の 指定

　建 造物 な ど に使 える 色 をあ らか じめ指定 する方法で

ある 。 札 幌市の 例がある 。また、金 沢市で は、屋根や

屋上 の 色を規定 して い る 。 地域の イメ
ージを積極 的 に

誘導する方法であるが、市民の コ ン セ ン サ ス が得 られ、

持 続可能で あるかど うかを判断しなけれ ばな らない 。

　彩度 6 は、自然の季節を彩る色を人工 的な色より優

先させる 考え方で ある 。 建造物の外壁に適用 され る 。

新緑、田畑の苗や 実りの 色、花 々や紅葉な ど の 季節の

変化を告げる色が彩度6〜 12 くらい で あるため、それ

を超えな い よ うに制限 する 。 自然も人 も活 ぎ活 きと見

えるよ うに色の序列 を考える。

　彩度 3は、基盤 となる 色 で あ り、ペ ーブメ ン トや歴

史的街区な ど に適用 さ れ る ．

　それぞ れの彩度を超えて もい いが、面積 を制 限する

とい う方法 もある 。

　福岡市で は、24 年 間、彩度 によ る誘 導 方法を適用

している。色相 は 自由 にする方法な の で 、Clを尊重 し、

一般市街地 で 適 用 しやす い 方 法で あ る 。

3）色相の 制限

　 R 、 Y 、
　 P などの特定の色相を制限する方法で あ る ，

目立ちやすい 色で あ り、P は 自然界 には あ ま りな い。

ソウルオ リン ピ ッ クの時 に赤い看 板を青 等 に変 更させ

32 ．佐賀県の試み

　佐賀県は、景観誘導を ぜずに放任して ぎた県の ひと

つ だ っ た。し か し、バ イパ ス沿 い の大型 シ ョ ッ ピ ン グ

施設 が屋外広告物の大き さを競い、主要 交差点に は屋

外広 告物が壁 の よ うに林立 しで い る状況を放置できな

くな っ た 。佐賀市で は 主要交差点の
一

般 広告物 を禁止

し、佐賀県は条例を見直 した 。

　自由経 済にお い て は、商業行為 は規制す べ き で はな

く、景観の悪化も 自然淘汰や 自主的な コ ン トロ
ー

ル に

任せ て お けば次第 に改善さ れる と い う説がある 。 しか

し、佐賀県 の 実態を見 る と 、個の 欲求が集団 の 自制を

促す こ とはあ D得ない とい うこ とが確認 できた 。 放置

し て い れ ば地域の 疲弊を招く こ と にもな りかねな い と

い う危機感が つ の り、市民 や県民 の要望もあ っ て、改

善の方向 を検討する ことにな っ た 。

　佐賀県 で は、い く つ か の 画期 的な方針 を条例 に盛 り

込 み、実用 的なガイ ドライ ン を整 備 した。
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1）特例地区の指定

　景観行 政団体以 外で は、地域の特性を考慮 して 特別

な規則等を定める ことがで きなか っ たが 、佐賀県 の場

合は 「特例 地区」とい う枠組み をつ くり、地域 の特性

に 応 じて 独 自の コ ン トロー
ル がで きる よ う にな っ た 。

こ の こ とにより、小さい 範囲や道路沿い などでき め細

か なコ ン トロ
ー

ル が で き る ように な っ た 。 規制を強化

す るだ けで はなく、緩和する ことも可 能 で ある 。

2）優秀広告物の緩和措置

　す ぐれた 広告物と 認定された もの に つ い て は、面積

を基 本的な基準 よ り 1．5倍 に緩和で きる もの として い

る 。 申請 に基 づ き 、景観審議会の 中に審 査委員会 で 審

査 を行 い、承認され た場合には優秀 広告 物 と認定 し、

許可基準 を緩和す る 。 景観 を悪化さぜ で い る もの は屋

外 広告物 全般で は なく、デザイ ンが稚拙であ るか、ま

た は内容が十分に検討され て いな い広告物で あ る と の

仮説か ら、優れ た広 告物を誘導 しようとい う意図をも

っ て制定され た。基礎的な適性審 査 と、デザイ ン の 表

現方法の審査の 2段階の審査を行 う こ とにな っ て い る 。

3）彩度 10以上 を屋外広告物とみなす

　従来 は 、建物 等の 色 が派手で も 「これ は建物だ」と

言わ れれ ば規制する ことができ な か っ た 。 その 結果、

屋外広告物 と建物が
一

体 とな っ たような派手な商 業施

設が沿道 に建ち 、農村景観や背後の 自然景 観 に悪 影響

を及ぼ して い た 。 そ のよ うな 事例は、少数であ り、地

域と協調 ずる意識に乏 しい 広告主に限 られる 。 そ こ で 、

建物 等 の外 壁 で あ っ て も、彩度 10 以 上 の も の は屋外

広告物とみな し、屋 外広告物の範疇で規制する にな っ

た。彩度 10 で 効果 があ る か どう か は 疑 問で はあ るが、

原色 を避 ける取り組みである。

4 ）訴求対象別のガイ ドライ ン

　佐 賀県で は、専門家向け、広告主向 け、県民向けの

3種類の ガイ ドラ イ ン をつ く っ て い る 。専門家向けは、

条例の内容 をわ か りやす くま とめたもの で、業界 用語

と行 政用語の 照合もでき るよ うに配慮 して いる 。広告

主 向けは、屋外広告物の掲出に は届出が必要 であ る こ

とと、地域に歓迎 される気持ち の い い 企業や店舗 を つ

くる ため の ポイ ン トに つ い て解説 して いる。また、違

反広告物や無届けの広告物が多い業界がい くつ かの業

界 に特定 され る こ とか ら 、 業界 毎に周知 をはかる こ と

と しで い る 。県民向 けは、主 に小学生を対象として、「す

てぎな広告物」や 「き らい な広告物」を考えでみ る ワ
ー

ク シ ョ ッ プを想定 したリー
フ レ ッ トにな っ て いる 。対

象を分ける こ と により、それぞ れ の 対象で 必要な情報

を絞り込んで簡潔 に表現して い る 。

4 ．今後の課題

　佐賀県 のガ イ ドライ ン が で きたことによ っ て、従来

か ら課題 とされ て きた地域の特性 にき め細か く対応す

る こ とや、色彩コ ン トロ
ー

ルの モ レを埋 めるこ とがで

き、さ らに優れた 広告物の 啓発や業界の 指導 を強化す

る こ とが で ぎ る と 思 わ れる 。 しか し、手続きが煩雑で

あ り、 大ぎな都市部で導入でき るか どうかは疑問 で あ

る 。 ま た、特例地 区を 申請で き るの は市 町村 で あ り、

県 が判断す る横断的な地域やライ ン の 場合 に どうする

か など、具体的な課 題が ある。学術的な観点か らはひ

と つ の解決は で き たと思われる ので、今後は実用的な

観点 か ら合理化を進める こ とが望 まれる 。ワ ークシ ョ

ッ プも行い、次世代 の育成もは かりつ つ 、よ り快 適な

景観の ビジ ョ ン をさ ぐっ て い か なけれ ばな らな い 。
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三
一

「

実例と解説

イギリス 湖水地方 の オ
ー

ル ドイ ン グラ ン ドホテル 。 背景と

調 和 しな が ら も 屋 根 と 窓 の フ レーム に よ っ て 風格 と 華や か

さ を 演 出 して い る。

イ ギ リ ス 湖 水 地 方 の パ ブ。看板の 配色 が 花よ り控 え め で ち

ょ う どい い 頃合。空間演出 も 上 手 で 地域 で 愛 さ れ て い る こ

と を 想 像 さ せ る。

地域が地域 の 景観を守 る ため に最も効果的な方法 。 さすが

銀座 で ある 。 午後に通 りかか っ た時には撤去され て い た 。

釜山 の 個性的な坂の町 、 カムチ ョ ン ドン 。 隣の 家と
一

部だ

け で も 同 じ色 を 使 うこ と と、下 の 家 が 上 の 家 の 眺望を妨げ

な い と い う約束 が あ る と の こ と。ア
ー

トプロ ジ ェ ク トも 進

行中 。 画
一

的な集合住宅 に せず に、個性を活か しな が ら地

域再生 の 方法を考案す る こ とを 望み た い。

金沢 の 料亭 の お も て な しの 配 色。歴 史 を 刻 む 建物 と 看板、

季節を考え た 暖簾 と着物、日 本の 美的感覚 を 伝 え る す ばら

しい 配色 で あ る 。 （メ ニ ュ
ー

ボ
ー

ドは違和感がある）
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